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　次回定例会開催予定 
○みなさんと区議会、請願･ 
　陳情の処理状況 

議案上程、委員会付託 
議案審査 
委員会報告及び表決、代表質問 
一般質問 
議案審査 
請願･陳情等の審査 
委員会報告及び表決 

第二回定例会第二回定例会日程 第二回定例会日程 
６月２４日 
２５日 
２６日 
２７日 
３０日 

７月 １日 
４日 

平
成
15
年
第
二
回
定
例
会
は
6
月
24
日
か
ら
7
月
4
日
ま
で
の
11
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
に
は
区
長
か
ら
、
く
つ
ろ
ぎ
の
家
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
経
費
や
商
店
街
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

支
援
事
業
補
助
金
な
ど
を
含
む
補
正
予
算
の
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
よ
る
区
独
自
の
サ
ー

ビ
ス
を
規
定
し
た
条
例
な
ど
12
件
の
議
案
と
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
1
件
及
び
報
告
3
件
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
議
案
は
、い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
議
員
か
ら
は「
電
力
の
安
定
供
給
に
関
す
る
意
見
書
」が
6
月
24
日
の
本
会
議
に
、「
北
朝
鮮

に
よ
る
拉
致
問
題
の
早
期
解
決
を
求
め
る
意
見
書
」な
ど
2
件
の
議
案
が
7
月
4
日
の
本
会
議
に
提
出

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
意
見
書
は
各
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
の
会
議
録
は
、9
月
下
旬
に
で
き
あ
が
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
近
く
の
図
書
館
、

コ
ミ
ュニ
ティ
図
書
館
、
ま
た
は
区
議
会
事
務
局
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

議員から出された議案 
意見書は各関係機関に送りました 

○ 
 
 
 
 
 
 
　 
○ 
 
 
 
　 
○ 

電力の安定供給に関する意見書 
 賛成３７（自由民主党、公明党、 
   市民クラブ、一人の会） 
 反対　６（日本共産党） 
 〔衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 
  文部科学大臣、経済産業大臣、環境大臣 

あて〕 
 
北朝鮮による拉致問題の早期解決を 

求める意見書（全会一致） 
 〔衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 
  外務大臣　あて〕 
 
税源移譲を基本とする三位一体改革の 

早期実現を求める意見書（全会一致） 
 〔衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 
  総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、 
  内閣官房長官、経済財政政策担当大臣 

あて〕 

区長から出された議案 区長から出された議案 区長から出された議案 
予　算 
　・・平成１５年度江戸川区一般会計補正予算（第１号）※１ 
　・・平成１５年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
条　例 
（新設） 
　・・江戸川区住民基本台帳カードの利用に関する条例　※２ 
（一部改正） 
　・・江戸川区特別区税条例　※１ 
　・・江戸川区事務手数料条例　※２ 
　・・江戸川区浄化槽設置等助成条例 
　・・江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 
　・・江戸川区立児童遊園設置及び管理に関する条例 
契　約 
　・・瑞江駅南自転車駐車場整備工事（その３）請負 
　・・一之江駅西自転車駐車場整備工事（その３）請負 
　・・物品の買入れ 
その他 
　・・訴訟上の和解 
同　意 
　・・江戸川区教育委員会委員の任命同意 
報　告 
　・・平成１４年度江戸川区一般会計の継続費の繰越使用 
　・・平成１４年度江戸川区一般会計の繰越明許費の繰越使用 
　・・平成１４年度江戸川区一般会計の事故繰越の繰越使用 

○ 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
○ 
 
○ 
 
○ 

※印は賛否の分かれた議案 
　　※１　賛成３８（自由民主党、公明党、市民クラブ、一人の会、無所属クラブ） 
　　　　　反対　６（日本共産党） 
　　※２　賛成３７（自由民主党、公明党、市民クラブ、無所属クラブ） 
　　　　　反対　７（日本共産党、一人の会） 
　　　それ以外はすべて全会一致。 

会派名の略称……市民クラブ＝市民クラブ･ネット民主無所属 



問

改
選
後
の
区
長
の
決

意
と
公
約
に
つ
い
て

�
区
民
が
幸
せ
に
な
る
江

戸
川
区
建
設
へ
の
決
意
を
。

�
「
心
」
の
行
政
こ
そ
区

民
の
信
頼
に
つ
な
が
る
。

弱
い
立
場
の
人
に
し
わ
寄

せ
の
い
か
な
い
変
革
を
。

�
選
挙
で
の
公
約
を
マ
ニ
ュ

フ
ェ
ス
ト
（
具
体
的
数
値

目
標
を
掲
げ
た
選
挙
公
約
）

自
由
民
主
党

す
が
　
精
二

2

6
月
26
日
、
27
日
に
代
表
質
問
と
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、

地
方
分
権
へ
の
取
り
組
み
や
犯
罪
防
止
対
策
の
ほ
か
、

環
境
施
策
、
介
護
保
険
制
度
な
ど
の
区
政
全
般
の
課
題
に

つ
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

質
問
と
答
弁
の
要
旨
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

区
政
へ
の
質
問 

地
方
分
権
と
安
定
財
政

基
盤
へ
の
取
り
組
み
を

公
明
党

渡
辺
　
清
一

不
況
と
犯
罪
か
ら
区
民
を

守
り
、
暖
か
い
心
の
行
政
を

市
民
ク
ラ
ブ
・

ネ
ッ
ト
民
主
無
所
属

藤
居
阿
紀
子

「
え
ど
が
わ
新
世
紀
デ
ザ
イ
ン
」

の

実

施

に

向

け

て

問

環
境
施
策
に
つ
い
て

�
市
民
が
主
体
的
に
環
境

問
題
に
取
り
組
む
た
め
の

環
境
教
育
の
場
で
あ
り
、

様
々
な
情
報
交
換
を
行

�
施
策
の
比
重
、
予
算
の

重
点
配
分
に
つ
い
て
の
基

本
的
考
え
方
を
。

答

�
こ
れ
ま
で
の
４
年

に
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

�
数
年
間
で
３４１
人
を
削
減

し
、
１６７
億
円
と
い
う
効
果

を
あ
げ
た
。
民
間
委
託
も

着
実
に
進
め
て
い
く
。

�
優
先
順
位
を
一
概
に
は

言
え
な
い
が
、
広
範
な
課

題
に
力
強
く
取
り
組
む
。

問

街
づ
く
り
に
つ
い
て

�
区
画
整
理
事
業
の
推
進

を
重
点
施
策
の
上
位
に
。

�
区
画
整
理
の
未
着
手
地

域
に
つ
い
て
は
、
住
民
と

の
合
意
形
成
が
得
ら
れ
る

案
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

�
都
市
農
業
が
抱
え
る
後

継
者
不
足
、
相
続
問
題
に

対
応
策
を
示
し
て
ほ
し
い
。

�
地
下
駐
輪
場
に
つ
い
て

①
今
後
の
整
備
方
針
を
。

②
駅
周
辺
の
事
業
者
に
応

民間委託民 間 委 託  民 間 委 託  

問

地
方
分
権
の
推
進
に

つ
い
て

�
財
政
権
や
課
税
権
を
自

ら
の
裁
量
と
責
任
で
執
行

で
き
る
地
方
分
権
の
確
立

の
た
め
の
取
り
組
み
を
。

�
庁
内
の
受
け
入
れ
準
備

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答

�
財
源
移
譲
の
た
め

の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
す
る
。

�
状
況
に
応
じ
た
体
制
を

考
え
る
。

問

安
定
財
政
基
盤
づ
く

り
に
つ
い
て

�
歳
出
削
減
の
た
め
の
更

な
る
内
部
努
力
を
す
る
べ

き
で
あ
る
。

�
人
件
費
の
抑
制
策
。

①
学
校
給
食
調
理
業
務
の

民
間
委
託
の
完
全
実
施
を
。

②
区
立
保
育
園
は
地
区
ご

と
に
拠
点
と
な
る
直
営
園

を
設
置
し
、
そ
の
他
の
園

は
民
営
化
の
導
入
を
。

分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
。

答

�
地
域
の
意
向
も
踏

ま
え
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
財
政
状
況
に
照
ら
し
、

地
域
に
あ
っ
た
手
法
で
息

長
く
取
り
組
み
た
い
。

�
税
制
問
題
は
改
善
す
べ

き
課
題
で
あ
る
。

�
原
則
は
各
駅
。
区
の
財

源
だ
け
で
は
で
き
な
い
。

問

教
育
問
題
に
つ
い
て

�
教
育
の
変
革
を
子
ど
も

や
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
照
ら

し
検
証
す
べ
き
で
あ
る
。

�
学
力
低
下
に
歯
止
め
を

か
け
る
た
め
の
本
区
の
取

り
組
み
と
考
え
方
を
。

答

�
学
校
、
家
庭
、
地

域
、
教
育
行
政
が
連
携
し

て
改
革
に
取
り
組
む
。

�
習
熟
度
別
教
育
の
充
実

を
図
る
ほ
か
、
知
識
偏
重

に
な
ら
な
い
よ
う
教
養
学

習
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
。

を
参
考
に
、
具
体
的
内
容

を
区
民
に
示
す
こ
と
。

答

�
区
民
第
一
主
義
で

区
政
を
展
開
し
て
い
く
。

�
行
政
と
住
民
が
弱
い
立

場
の
人
を
温
か
い
心
で
包

み
込
む
社
会
に
し
て
い
く
。

�
多
く
の
方
か
ら
意
見
や

考
え
方
、
実
態
を
聞
き
、

区
政
を
進
め
て
い
く
。

問

地
域
限
定
の
規
制
緩

和
に
よ
り
、
経
済
活
性
化

や
教
育
、
福
祉
の
充
実
を

図
る
「
構
造
改
革
特
区
」

制
度
の
見
解
と
検
討
を
。

答

新
し
い
施
策
へ
の
挑

戦
が
可
能
。
進
め
た
い
。

問

不
況
対
策
に
つ
い
て

�
信
用
保
証
協
会
の
融
資

基
準
を
中
小
企
業
金
融
公

庫
と
同
じ
に
す
る
よ
う
都

に
働
き
か
け
を
。

�
信
用
保
証
協
会
か
ら
融

資
を
受
け
ら
れ
な
い
事
業

者
に
対
し
、
区
独
自
の
融

資
制
度
の
検
討
を
。

�
民
事
再
生
法
適
用
事
業

者
と
代
位
弁
済
中
の
事
業

者
に
つ
い
て
も
、
区
独
自

の
融
資
制
度
の
検
討
を
。

答

違
い
が
あ
れ
ば
主
張

す
る
。
研
究
課
題
と
す
る
。

問

区
内
犯
罪
防
止
緊
急

対
策
に
つ
い
て

�
犯
罪
根
絶
へ
の
決
意
を
。

�
「
仮
称
・
安
全
な
街
づ

く
り
推
進
協
議
会
」
の
設

立
を
提
案
す
る
。

�
都
に
対
し
警
察
署
の
増

設
を
強
く
要
望
す
る
こ
と
。

�
実
効
性
あ
る
犯
罪
防
止

条
例
の
制
定
を
。

答

�
被
害
者
区
で
あ
る

の
で
犯
罪
か
ら
い
か
に
し

て
身
を
守
る
か
が
大
切
。

�
環
境
を
よ
く
す
る
運
動

等
で
取
り
組
む
。

�
質
し
て
い
く
。

�
被
害
防
止
に
取
り
組
む
。

問

新
型
肺
炎
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

対
策
に
つ
い
て

�
区
の
対
応
と
体
制
は
。

�
青
少
年
の
翼
事
業
に
参

加
す
る
中
高
生
に
十
分
な

安
全
対
策
を
。

�
保
健
所
は
区
民
に
十
分

な
情
報
提
供
と
対
応
を
。

答

�
危
機
管
理
体
制
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
定
め
た
。

保
健
所
が
対
応
を
取
る
。

�
し
っ
か
り
対
応
す
る
。

�
丁
寧
に
情
報
提
供
す
る
。

い
、
更
に
は
地
域
活
動
を

生
み
出
す
た
め
の
拠
点
で

あ
る
エ
コ
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て

①
策
定
準
備
中
の
「
環
境

行
動
指
針
」
は
エ
コ
セ
ン

タ
ー
構
想
の
行
動
指
針
に

位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

②
運
営
主
体
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等
に
任
せ
て
は
ど
う
か
。

③
場
所
は
セ
ン
タ
ー
機
能

を
持
つ
場
所
と
各
地
域
に

設
置
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

型
に
す
る
こ
と
。

�
廃
棄
物
処
理
コ
ス
ト
を

明
確
に
す
る
「
廃
棄
物
処

理
会
計
」
を
導
入
し
、
清

掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
の

現
状
を
市
民
に
情
報
公
開

し
、
市
民
、
事
業
者
、
行

政
が
議
論
を
重
ね
、
循
環

型
社
会
形
成
に
向
け
て
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

答

�
①
区
民
に
環
境
問

題
へ
の
取
り
組
み
が
広
が

る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。

②
新
し
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
作
る
。

行
政
と
の
役
割
を
議
論
中
。

③
検
討
の
推
移
を
見
て
相

談
し
た
い
。

�
ゴ
ミ
の
抑
制
が
重
要
。

根
強
く
運
動
を
展
開
し
て

い
く
。
エ
コ
セ
ン
タ
ー
も

普
及
啓
発
に
役
立
て
た
い
。

問

「
男
女
共
同
参
画
社

会
」
推
進
の
た
め
の
計
画

づ
く
り
に
つ
い
て

�
実
態
調
査
等
が
予
定
さ

れ
て
い
る
が
、
内
容
と
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
。

�
計
画
策
定
の
内
容
を
。

�
名
称
に
「
男
女
共
同
参

画
」
の
使
用
を
提
案
す
る
。

答

�
１５
年
度
に
調
査
し

た
う
え
で
検
討
会
を
組
織
。

�
検
討
会
の
メ
ン
バ
ー
は

未
定
。
男
女
同
数
を
予
定
。

�
使
用
す
る
。

問

「
総
合
人
生
大
学
」

�
幅
広
い
年
齢
層
を
対
象

と
し
た
講
座
の
開
設
を
。

�
ま
ち
づ
く
り
へ
の
大
き

な
活
力
と
な
る
こ
と
を
視

野
に
入
れ
た
「
総
合
人
生

大
学
」
に
す
る
こ
と
。

�
エ
コ
セ
ン
タ
ー
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど

と
連
携
し
て
い
く
た
め
に

は
、
拠
点
と
な
る
場
所
が

必
要
で
あ
る
。

�
検
討
組
織
と
計
画
内
容
。

答

�
性
別
や
年
齢
は
問

わ
な
い
。
早
く
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
作
り
た
い
。

�
自
ら
の
社
会
貢
献
を
身

に
つ
け
る
場
で
あ
る
。

�
場
所
は
未
定
。

�
様
々
な
人
材
を
活
用
し

内
容
の
あ
る
大
学
に
す
る
。
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須
賀
　
清
次

自
由
民
主
党

千
本
桜
・
Ｐ
Ｒ
振
興
な
ど

今
考
え
る
問
題
を
問
う

酒
井
　
実

公
明
党

障
害
者
、
区
内
交
通
対
策

と
船
堀
駅
に
駐
輪
場
を

川
瀬
や
す
の
り

公
明
党

健
康
増
進
法
へ
の
取
組
み

都
道
450
号
線
の
安
全
対
策

間
宮
　
由
美

日
本
共
産
党

地
域
経
済
、
社
会
を
担
っ
て

き
た
人
々
へ
の
支
援
を

田
中
　
け
ん

一
人
の
会

区
役
所
の
次
は
区
民
施
設
と

学

校

の

全

面

禁

煙

を

平成平成１５年第三回定例会開催予定年第三回定例会開催予定 平成１５年第三回定例会開催予定 

本会議（議案上程、委員会付託） 

本会議（一般質問） 

本会議（一般質問） 

　　 
決算特別委員会 

常任委員会（議案審査） 

各常任委員会（請願･陳情等の審査） 

本会議（委員会報告及び表決） 

 ９月 １９日（金） 

２４日（水） 

２５日（木） 

２６・２９・３０日 

１０月２・３・６・７・９日 

１０日（金） 

１４日（火） 

２２日（水） 

※本会議は午後１時、各委員会は午前１０時開会予定です。 
※傍聴の手続きは、本会議は開催当日の正午以降、各委員
会は開催時間前に区議会事務局で先着順に受付けてい
ます。なお、定員がありますので、詳しくは区議会事務局ま
でお問い合わせください。 

※９月２６日及び１０月９日の決算特別委員会は、会場の都合
により傍聴できません。 

｝ 

議会の会議予定を区ホームページでご覧になれます。URL http://www.city.edogawa.tokyo.jp/

小
俣
の
り
子

日
本
共
産
党

保
育
・
子
育
て
ひ
ろ
ば
と

小
児
救
急
医
療
の
充
実
を

日
本
共
産
党

セ
バ
タ
　
勇

有
事
法
反
対
、
介
護
・
教
育
等

暮
し
応
援
の
区
政
を

に
つ
い
て
協
議
中
で
あ
る
。

う
ま
く
ま
と
ま
れ
ば
、
お

互
い
に
挑
戦
し
た
い
。

て
い
る
。

�
要
望
す
る
考
え
は
な
い
。

問

認
可
保
育
所
増
設
に

よ
る
待
機
児
解
消
と
保
育

士
削
減
を
し
な
い
こ
と
。

答

全
て
の
方
法
を
活
用
。

公
私
格
差
の
是
正
で
あ
る
。

問

一
年
生
ま
で
医
療
費

無
料
と
診
療
報
酬
引
上
げ
。

答

無
料
に
し
な
い
。
機

会
を
見
て
要
望
し
た
い
。

答

�
万
全
を
期
す
。

�
新
し
い
手
法
も
追
求
。

問

フ
ッ
ト
サ
ル
と
テ
ニ

ス
兼
用
コ
ー
ト
の
充
実
を
。

答

他
の
ス
ポ
ー
ツ
と
の

バ
ラ
ン
ス
の
中
で
考
え
る
。

問

江
戸
川
一
･
二
丁
目

付
近
の
特
例
都
道
４５０
号
線

の
安
全
対
策
を
。

答

満
足
で
き
る
道
路
と

し
て
移
管
を
受
け
た
い
。

問

更
に
禁
煙
徹
底
を
。

答

条
例
は
作
ら
ず
。
た

ば
こ
業
者
に
も
生
活
が
。

自
動
販
売
機
は
撤
去
せ
ず
。

問

健
康
増
進
法
施
行
へ

の
取
り
組
み
と
幼
・
小
中

学
校
は
全
面
禁
煙
に
。

答

積
極
的
に
進
め
る
。

研
究
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

問

一
人
暮
ら
し
の
熟
年

者
に
対
す
る
取
り
組
み
。

�
更
に
き
め
細
か
く
状
況

把
握
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
。

�
申
請
主
義
福
祉
か
ら
出

前
主
義
福
祉
へ
の
転
換
を
。

問

酒
販
店
の
救
済
を
。

答

最
善
を
尽
く
す
。

問

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
支
援
。

答

状
況
を
分
析
し
対
応
。

る
。
地
下
鉄
だ
け
で
な
く
、

船
で
訪
れ
る
こ
と
も
で
き

る
大
変
可
能
性
を
持
っ
た

場
所
で
あ
り
、
す
ば
ら
し

い
名
所
と
し
て
育
て
た
い
。

�
観
光
課
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
観
光
資
源
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
戦
略
を
考
え
、

魅
力
を
高
め
た
上
で
、
将

来
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

問

来
年
は
学
童
疎
開
６０

周
年
を
迎
え
る
が
、
当
時

の
小
学
校
６
年
生
は
７２

歳
、
１
年
生
は
６６
歳
に
な

り
、
年
齢
を
考
え
る
と
６０

周
年
は
大
き
な
節
目
と
な

る
。
民
間
レ
ベ
ル
で
の
周

年
行
事
の
企
画
と
し
て
、

中
学
、
高
校
生
を
山
形
県

に
派
遣
し
て
は
ど
う
か
。

答

疎
開
の
意
義
を
学
ば

せ
る
こ
と
は
大
変
有
意

義
。
当
時
の
心
の
交
流
に

つ
い
て
知
っ
て
も
ら
い
、

何
か
実
の
あ
る
こ
と
が
得

ら
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
。

鶴
岡
市
と
相
談
し
た
い
。

問

ド
ッ
グ
パ
ー
ク
に
つ

い
て
、
区
民
か
ら
の
意
見

を
参
考
に
、
利
用
者
の
ル

ー
ル
作
り
の
ほ
か
に
、
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
常
駐
、
動

物
病
院
と
の
連
携
な
ど
の

条
件
を
満
た
せ
ば
、
ド
ッ

グ
パ
ー
ク
を
設
置
し
て
は

ど
う
か
。

答

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
設
置

希
望
者
か
ら
飼
い
主
同
士

の
ル
ー
ル
を
作
り
、
場
所

が
あ
れ
ば
自
主
的
に
運
営

を
し
た
い
と
い
う
話
が
あ

り
、
現
在
、
将
来
構
想
等

問

小
松
川
千
本
桜
に
対

す
る
考
え
方
と
江
戸
川
Ｐ

Ｒ
振
興
課
に
つ
い
て

�
桜
の
名
所
と
な
り
つ
つ

あ
る
千
本
桜
周
辺
に
は
、

駐
車
場
が
今
後
の
増
設
を

含
め
、
２５６
台
程
度
と
バ
ス

４
、
５
台
分
の
ス
ペ
ー
ス

し
か
な
い
。
年
々
増
え
る

で
あ
ろ
う
観
光
客
に
対
す

る
駐
車
場
を
含
め
、
ト
イ

レ
、
ご
み
処
理
、
露
天
販

売
等
の
問
題
に
ど
う
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
。

�
観
光
に
お
け
る
収
入
や

経
済
効
果
も
視
野
に
入

れ
、
本
区
を
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
も
Ｐ
Ｒ
振
興
課

の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
製
作
し
、
Ｐ

Ｒ
活
動
に
役
立
て
て
は
ど

う
か
。

答

�
河
川
敷
の
利
用
も

可
能
で
あ
り
、
し
っ
か
り

と
し
た
対
応
を
考
え
た

い
。
千
本
桜
の
下
流
に
閘

門
を
建
設
中
で
あ
り
、
完

成
後
は
船
着
場
も
造
ら
れ

�
保
険
料
減
額
の
預
貯
金

な
ど
の
対
象
要
件
を
緩
和

し
、
対
象
者
の
拡
大
を
。

�
利
用
料
減
額
に
つ
い
て

①
区
独
自
の
減
額
制
度
の

対
象
を
保
険
料
減
額
対
象

の
所
得
第
二
段
階
ま
で
拡

大
す
る
こ
と
。

②
国
の
特
別
措
置
の
引
き

上
げ
に
対
し
、
区
と
し
て

３
％
に
据
え
置
き
を
。

�
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
入
所
待
機
者
解
消
の
た

め
、「
新
型
特
養
」
を
含
め
、

特
養
ホ
ー
ム
の
増
設
を
。

答

�
低
所
得
者
の
第
二

段
階
ま
で
据
え
置
く
。
更

に
第
二
段
階
で
都
の
利
用

料
の
条
件
に
合
う
方
は
、

第
一
段
階
と
同
じ
扱
い
を

す
る
方
向
で
検
討
中
。

�
①
変
更
し
な
い
。

②
区
で
軽
減
し
な
い
。

�
在
宅
支
援
型
施
設
を
用

意
し
て
い
く
。

問

３０
人
学
級
な
ど
少
人

数
学
級
の
実
施
に
つ
い
て

�
全
国
の
取
り
組
み
と
成

果
に
対
す
る
区
長
の
認
識
。

�
職
員
採
用
と
財
政
上
の

権
限
を
持
つ
都
に
対
し

て
、
実
施
を
求
め
る
こ
と
。

答

�
３０
人
を
超
え
る
学

級
と
比
較
し
て
教
育
的
成

果
や
差
異
は
な
い
と
考
え

問

有
事
法
制
と
地
方
自

治
体
の
役
割
に
つ
い
て

�
「
有
事
法
制
」
と
「
国

民
保
護
法
制
」
を
憲
法
に

照
ら
し
て
、
区
長
は
ど
う

考
え
る
か
。

�
地
方
自
治
体
と
住
民
を

罰
則
付
き
で
戦
争
に
巻
き

込
む
「
国
民
保
護
法
制
」

は
慎
重
に
検
討
す
る
よ
う

国
に
要
望
す
る
こ
と
。

答

�
憲
法
遵
守
は
当
然
。

�
国
民
の
十
分
な
議
論
の

中
で
考
え
て
い
く
問
題
。

問

区
の
積
立
金
の
活
用

な
ど
、
区
政
運
営
の
基
本

姿
勢
に
つ
い
て
。

�
区
民
の
痛
み
を
伴
っ
て

積
み
立
て
ら
れ
た
基
金
に

つ
い
て
の
区
長
の
見
解
を
。

�
暮
ら
し
を
応
援
す
る
三

点
の
施
策
の
実
施
検
討
を
。

①
青
年
の
雇
用
支
援
策
。

②
学
校
に
エ
ア
コ
ン
設
置
。

③
消
費
税
分
を
補
助
す
る

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
助
成
。

答

�
行
政
需
要
の
増
加
、

歳
入
増
が
期
待
で
き
な
い

状
況
の
中
、
長
期
に
わ
た

り
安
定
的
な
財
政
運
営
を

行
う
た
め
の
基
金
で
あ
る
。

�
①
区
独
自
で
は
困
難
。

②
状
況
に
応
じ
て
対
応
。

③
江
戸
川
方
式
を
続
け
る
。

問

介
護
保
険
制
度
に
つ

い
て

問

障
害
者
の
途
中
改
造

で
き
な
い
住
宅
に
つ
い
て

は
、
新
築
で
も
助
成
制
度

の
創
設
を
。

答

新
築
は
想
定
外
。

問

区
内
交
通
問
題
に
つ

い
て
新
規
事
業
者
も
視
野

に
入
れ
た
抜
本
的
検
討
を
。

�
区
施
設
を
結
ぶ
巡
回
バ

ス
路
線
を
。

�
区
の
負
担
も
覚
悟
し
南

北
路
線
に
取
り
組
む
べ
き
。

答

�
採
算
が
取
れ
な
い
。

�
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
。

問

船
堀
駅
に
地
下
駐
輪

場
の
建
設
を
。

答

非
効
率
な
場
所
だ
が
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
探
る
。

問

東
�
西
三
丁
目
バ
ス

停
と
新
川
口
バ
ス
停
の
整

備
、
改
善
を
。

答

改
善
す
る
。



本
会
議

全
議
員
が
、議
場
に
集
ま
っ

て
会
議
を
す
る
の
が
本
会
議

で
す
。
本
会
議
は
、
区
の
重

要
な
事
項
に
つ
い
て
、
区
議

会
の
意
思
を
決
定
す
る
大
切

な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。

委
員
会

区
が
処
理
す
る
問
題
は
、

社
会
情
勢
の
変
化
と
と
も
に

年
々
増
大
し
、
多
様
化
し
て

き
て
い
ま
す
。

区
議
会
が
限
ら
れ
た
会
期

（
定
例
会
開
催
期
間
）
の
中

で
、
多
く
の
議
案
や
請
願
・

陳
情
を
審
査
す
る
に
は
、
本

会
議
だ
け
で
は
十
分
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
本
会
議
の
議

決
に
先
立
っ
て
、
分
野
（
所

管
）
ご
と
に
分
か
れ
て
専
門

的
か
つ
詳
細
に
審
査
す
る
委

員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

委
員
会
に
は
、
常
設
さ
れ

て
い
る
「
常
任
委
員
会
」
と

議
会
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

を
審
査
す
る
「
議
会
運
営
委

員
会
」
及
び
、
必
要
に
応
じ

て
設
置
さ
れ
る
「
特
別
委
員

会
」
が
あ
り
ま
す
。

2003年 8月10日発行　第163号 4

あ
と
が
き

区
議
会
だ
よ
り
第
１６３
号
を

お
届
け
い
た
し
ま
す
。

区
議
会
や
区
政
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
は
、
傍
聴
が
最
も
身
近
な

方
法
で
す
。
ど
な
た
で
も
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

区
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

◎
す
が
　
　
精
二

○
渡
辺
　
　
清
一

田
辺
　
　
達
昭

セ
バ
タ
　
　
勇

◎
委
員
長
　

○
副
委
員
長

江戸川区議会事務局　５６６２－５５５６（ダイヤルイン）

○今回の定例会で新たに委員会に付託されたもの 付託委員会名 

ドッグラン設置に関する陳情 

江戸川区議会会議録のインターネット上での公開に関する陳情 

清潔で公正･公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める 
意見書提出の陳情 

小松川･平井地区への巡回ミニバスの導入を求める陳情 

用途地域等見直しの素案に関する陳情 

無差別殺りく兵器クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書採択に 
関する陳情 

クラス増設等の改善措置についての陳情 

皆さんから出された請願・陳情 皆さんから出された請願・陳情 

建 設 委 員 会  

議会運営委員会 

総 務 委 員 会  

 
建 設 委 員 会  

建 設 委 員 会  

総 務 委 員 会  

 
文 教 委 員 会  

１号 

２号 

３号 

 
４号 

５号 

６号 

 
７号 

今定例会に付託された陳情は、すべて継続審査となりました。 

方
向
を
決
め
る
大
切
な
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

議
長
と
副
議
長

議
長
と
副
議
長
は
、
議
員

の
中
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
ま

す
。議

長
は
、
区
議
会
の
代
表

と
し
て
会
議
の
運
営
や
進

行
、
議
会
に
関
す
る
事
務
の

処
理
を
行
う
ほ
か
、
各
種
会

議
に
出
席
し
た
り
、
他
の
機

関
と
協
議
し
た
り
し
ま
す
。

副
議
長
は
、
議
長
が
欠
け

た
と
き
、
出
張
や
病
気
な
ど

で
休
ん
だ
と
き
に
議
長
の
代

わ
り
を
務
め
ま
す
。

定
例
会
と
臨
時
会

区
議
会
の
会
議
に
は
、
定

例
会
と
臨
時
会
が
あ
り
ま

す
。
定
例
会
は
、
毎
年
３
月
、

６
月
、
９
月
、
１１
月
の
４
回

開
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
必

要
に
応
じ
て
臨
時
会
を
開
き

ま
す
。

区
議
会
の
役
割

区
民
生
活
を
、よ
り
安
心
・

充
実
し
た
毎
日
を
送
る
た
め

に
は
、
地
域
社
会
で
発
生
す

る
様
々
な
問
題
に
対
し
て
、

的
確
に
対
処
し
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
問
題
に
対
し
て
、
私
た

ち
自
身
で
考
え
、
話
し
合
っ

て
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
理

想
で
す
。
し
か
し
、
区
民
全

員
が
集
ま
り
、
話
し
合
う
こ

と
は
現
実
的
に
困
難
で
す
か

ら
、
み
な
さ
ん
の
代
表
で
あ

る
区
議
会
議
員
を
選
挙
で
選

び
ま
す
。

区
議
会
議
員
は
議
会
を
構

成
し
、
予
算
や
条
例
（
決
ま

り
）
を
議
決
（
決
定
）
し
ま

す
。
こ
う
し
た
合
議
制
の
意

思
決
定
機
関
が
「
区
議
会
」

で
す
。

区
議
会
議
員

江
戸
川
区
の
議
員
定
数
は

４６
人
で
す
。
議
員
定
数
は
、

人
口
に
応
じ
て
法
律
で
上
限

数
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
区
の
条
例
で
減
ら
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
江
戸
川
区

の
場
合
は
、
法
律
で
は
５６
人

で
す
が
、
条
例
で
１０
人
減
ら

し
て
い
ま
す
。

区
議
会
議
員
は
、
私
た
ち

区
民
の
代
表
と
し
て
区
政
の

議
決区長

や
議
員
か
ら
提
出
さ

れ
た
議
案
等
を
審
議
し
、
区

と
し
て
の
意
思
を
決
め
る
こ

と
を
「
議
決
」
と
言
い
ま
す
。

議
決
す
る
主
な
も
の
は
、

条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃

止
、
予
算
の
決
定
、
決
算
の

認
定
、
重
要
な
契
約
、
財
産

の
取
得
や
処
分
な
ど
で
す
。

選
挙
・
選
任
・
同
意

区
議
会
は
、
議
長
、
副
議

長
、
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

な
ど
を
選
挙
で
選
び
ま
す
。

ま
た
、
常
任
委
員
会
、
議

会
運
営
委
員
会
、
特
別
委
員

会
の
委
員
を
選
任
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
区
長
が
助

役
、
収
入
役
、
監
査
委
員
を

選
任
す
る
と
き
や
、
教
育
委

員
会
委
員
を
任
命
す
る
と
き

に
、
同
意
す
る
か
ど
う
か
を

決
め
ま
す
。

意
見
書
・
要
望
書
・
決
議

み
な
さ
ん
の
暮
ら
し
に
身

近
な
問
題
で
も
、
そ
れ
が
国

や
東
京
都
な
ど
の
仕
事
で
あ

る
た
め
、
区
の
力
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
区
議
会
の
意
見
を
「
意

見
書
」
や
「
要
望
書
」
と
し

て
、
関
係
機
関
の
大
臣
や
都

知
事
な
ど
へ
提
出
し
て
、
改

善
や
解
決
を
求
め
て
い
き
ま

す
。ま

た
、
政
治
的
な
効
果
を

期
待
し
て
、
区
議
会
の
意
思

を
明
ら
か
に
す
る
「
決
議
」

を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

区
政
の
チ
ェ
ッ
ク

区
の
仕
事
が
、
正
し
く
行

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調

査
し
た
り
、
報
告
を
求
め
た

り
す
る
こ
と
も
区
議
会
の
大

き
な
仕
事
の
一
つ
で
す
。

ま
た
、
監
査
委
員
に
事
務

の
執
行
状
況
や
出
納
の
検
査

な
ど
専
門
的
な
監
査
を
求

め
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
て

も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

請
願
・
陳
情
の
審
査

請
願
・
陳
情
と
は
、
み
な

さ
ん
の
意
見
や
要
望
を
行
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
議
会

に
対
し
て
、
文
書
で
施
策
の

実
現
な
ど
を
要
望
す
る
制
度

で
す
。
議
員
の
紹
介
の
あ
る

も
の
を
「
請
願
」、
紹
介
の

な
い
も
の
を
「
陳
情
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
が
、
区
議
会
で

の
取
り
扱
い
は
同
じ
で
す
。

提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情

は
、
議
案
と
同
じ
よ
う
に
本

会
議
で
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会

に
付
託
し
、
慎
重
に
審
査
を

行
い
、
再
び
本
会
議
で
採
否

を
決
定
し
ま
す
。

審
査
の
結
果
、
内
容
に
賛

成
で
き
る
も
の
は
「
採
択
」、

そ
う
で
な
い
も
の
は
「
不
採

択
」
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ

ま
す
。

採
択
さ
れ
た
請
願
・
陳
情

は
、
区
長
な
ど
の
執
行
機
関

に
送
付
し
、
そ
の
趣
旨
は
十

分
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
国
や
都
が

処
置
す
る
よ
う
な
内
容
の
も

の
は
、
意
見
書
や
要
望
書
と

し
て
各
関
係
機
関
に
提
出
し

ま
す
。

な
お
、
請
願
・
陳
情
の
代

表
者
に
は
、
審
査
の
結
果
を

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。


